
  

平成 30年 7月 11日 

各 位 

株式会社省電舎ホールディングス 

代表取締役社長 西島 修 

（コード 1711東証 2部） 

問い合わせ先：管理本部長 田中 圭 

（03－6821－0004） 

 

第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 

 

当社は、平成 30年 5月 2日付「不適切な会計処理に関する第三者委員会の設

置及び、平成 30年 3月期決算短信開示延期に関するお知らせ」において公表い

たしましたとおり、過年度の会計処理の一部につき、不適切な会計処理が行わ

れた相当程度の可能性が認められる取引に係る事象（以下「当該取引等」）が存

在することが判明いたしました。そのため、当社では、より客観的かつ公正な

立場から調査を実施することが必要であると判断し、当該取引等の詳細を解明

し、専門的かつ客観的な立場から、当該取引等に係る発生事実の正確な把握、

発生原因の分析、問題点の解明、今後の対応策に関する提言が必要と判断し、

当社と利害関係を有しない外部の専門家（弁護士等）から構成される第三者委

員会を設置し、全容解明に取り組んでまいりました。 

本日、第三者委員会より調査報告書を受領いたしましたので、下記のとおり

お知らせいたします。 

記 

１．第三者委員会の調査報告の内容 

  調査報告の詳細な内容につきましては、添付の「調査報告書」をご覧くだ

さい。 

 

２．業績への影響 

  調査報告書によると、調査委員会が認定した案件の業績への影響につきま

しては、下表のとおりとのことです。 

 

 年度別利益影響表                   単位：千円 

 

 

項目 過年度 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期

△ 2,698 △ 38,536 △ 5,120 △ 242,480 149,999



  

 

なお、調査報告書においては、「本件調査においても疑義が払拭できない案

件が残っており、今後の当社による実態解明が期待されること、及びこれを

通じて更に不適切と認定される案件が存在する可能性があることは付言して

おく」とされており、このことを踏まえ、当社において今後会計監査人との

協議を行った上で、影響額等を早急に確定させる必要があると考えておりま

す。影響額については確定次第速やかにお知らせいたします。 

 

３．今後の対応について 

  第三者委員会からの調査報告書においては「本件調査においても疑義が払

拭できない案件が残っており、今後の当社による実態解明が期待されること、

及びこれを通じて更に不適切と認定される案件が存在する可能性があること

は付言しておく」とされていることから、今後こうした案件の取り扱いを検

討し、監査等委員会及び取締役会において確定次第開示 いたします。 

また、再発防止に関する提言が行われており、当社といたしましては、これ

らの提言を真摯に受け止め、早急に再発防止策を策定実行し、法令順守体制

の強化及び徹底を図ってまいります。尚、再発防止策の具体的内容につきま

しては、確定次第速やかにお知らせいたします。 

 

４．今後のスケジュール 

  平成 30年 6月 29日付「平成 30年 3月期有価証券報告書の提出期限延長申

請に係る承認のお知らせ」において公表いたしましたとおり、平成 30年 8月

2日までに平成 30年 3月期有価証券報告書及び過年度の有価証券報告書等の

訂正報告書を提出するとともに、平成 30年 3月期の決算短信及び過年度の決

算短信等の訂正を開示するよう鋭意努めてまいります。 

 

株主や投資家の皆様をはじめ関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配を

おかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。 

 

以 上 


































































































































































































